
 

 

お 

知 

ら 

せ

東
京
都
平
和
の
日

パ
ネ
ル
展
・
黙
と
う

電
話
相
談

多
重
債
務
1
1
0
番

区
民
相
談
室
一
斉
相
談
会

区
内
私
立
保
育
施
設

保
育
士
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
配
布
し
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
な

ど
を
支
給
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
へ

令
和
3
年
度

健
康
づ
く
り
健
康
診
査

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
協
議
会
・
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会

の
委
員
を
募
集
し
ま
す

ハ
ト
に
餌
を
与
え
な
い

で
く
だ
さ
い

3
月
10
日
は
東
京
都
平
和
の

日
で
す
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

戦
争
の
記
憶
を
つ
な
い
で
い
く

た
め
、
東
京
大
空
襲
を
中
心
と

し
た
戦
争
関
連
パ
ネ
ル
展
を
開

催
し
ま
す
。

ま
た
、
戦
災
で
亡
く
な
ら
れ

た
方
々
の
ご
冥
福
と
世
界
の
恒

久
平
和
を
願
う
た
め
、
3
月
10

日
㈬
午
後
2
時
か
ら
1
分
間
の

黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
展
示
期
間
】

3
月
4
日
㈭
午
前
11
時
〜
12
日

㈮
午
後
2
時

【
会
場
】
堀
切
地
区
セ
ン
タ
ー

（
堀
切
3‐

8‐

5
）

【
担
当
課
】
総
務
課

�
03（
5
6
5
4
）8
1
3
6

ク
レ
ジ
ッ
ト
や
ロ
ー
ン
、
借

金
の
返
済
に
困
っ
て
い
る
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
電

話
の
み
で
す
。
状
況
を
伺
い
、

弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
を
紹
介

し
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
1
日
㈪・2
日
㈫

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

【
電
話
相
談
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

�
03（
5
6
9
8
）2
3
1
1

法
律
や
税
金
な
ど
の
相
談
に

専
門
家
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
14
日
㈰

午
前
9
時
〜
午
後
1
時

【
相
談
内
容
】

▽
法
律
（
電
話
・
ビ
デ
オ
通
話

で
の
相
談
も
可
）

▽
不
動
産
取
引

▽
登
記
・
測
量

▽
遺
言
書
・
遺
産
分
割
協
議
書
、

外
国
人
の
在
留
な
ど
の
手
続
き

▽
税
金

▽
建
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム

▽
年
金
・
社
会
保
険
・
労
働
問

題▽
交
通
事
故

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の

方
各
相
談
12
人
（
法
律
相
談
は

24
人
、
年
金
・
社
会
保
険
・
労

働
問
題
相
談
6
人
、
交
通
事
故

相
談
3
人
）

【
申
込
方
法
】

2
月
26
日
㈮
午
前
8
時
30
分

か
ら
電
話
で（
先
着
順
）。

【
会
場
・
申
し
込
み
】

区
民
相
談
室

（
区
役
所
2
階
2
0
9
番
）

�
03（
5
6
5
4
）8
6
1
2
〜

5【担
当
課
】
す
ぐ
や
る
課

保
育
人
材
就
職
・
転
職
サ
イ

ト「
保
育
士
バ
ン
ク
！
」内
に
開

設
し
た
葛
飾
区
特
集
ペ
ー
ジ
の

活
用
方
法
や
現
場
保
育
士
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
、
保
育
士
を

め
ざ
す
方
、
復
職
を
考
え
て
い

る
方
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で

す
。

【
配
布
場
所
】
子
育
て
支
援
課

（
区
役
所
4
階
4
0
1
番
）、
区

内
保
育
施
設
、
図
書
館
、
児
童

館
、
区
民
事
務
所
な
ど

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

【
担
当
課
】
子
育
て
支
援
課

�
03（
5
6
5
4
）8
6
0
6

令
和
2
年
7
月
31
日
時
点
で
、

葛
飾
区
の
国
民
健
康
保
険
と
介

護
保
険
に
加
入
し
、
令
和
元
年

8
月
1
日
〜
2
年
7
月
31
日
の

自
己
負
担
額
の
合
算
が
一
定
基

準
を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
金

額
を
申
請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
申
請
勧
奨

通
知
を
2
月
下
旬
か
ら
順
次
送

付
し
ま
す
。

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�
03（
5
6
5
4
）8
2
1
2

高
額
介
護
合
算
療
養
費
な
ど
を

支
給
し
ま
す

令
和
2
年
7
月
31
日
時
点
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介
護

保
険
に
加
入
し
、
令
和
元
年
8

月
1
日
〜
2
年
7
月
31
日
の
自

己
負
担
額
の
合
算
が
一
定
基
準

を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
金
額

を
申
請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
申
請
勧
奨

通
知
を
3
月
中
旬
か
ら
順
次
送

付
し
ま
す
。

外
来
年
間
合
算
療
養
費
を
支
給

し
ま
す

令
和
2
年
7
月
31
日
時
点
の

自
己
負
担
割
合
が
1
割
の
方
に
、

令
和
元
年
8
月
1
日
〜
2
年
7

月
31
日
の
外
来
診
療
に
お
け
る

1
割
分
の
自
己
負
担
額
の
合
算

が
14
万
4
千
円
を
超
え
た
場
合
、

超
え
た
金
額
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
高
額
療
養

費（
外
来
年
間
合
算
）支
給
決
定

通
知
書
ま
た
は
申
請
勧
奨
通
知

を
2
月
中
旬
か
ら
順
次
送
付
し

て
い
ま
す
。い

ず
れ
も

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�
03（
5
6
5
4
）8
2
1
2

職
場
や
学
校
な
ど
で
健
診
を

受
け
る
機
会
の
な
い
方
は
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

【
対
象
】
区
内
在
住
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
令
和
4
年
3
月
31
日
現
在
、

20
〜
39
歳
の
方
（
昭
和
57
年
4

月
1
日
〜
平
成
14
年
3
月
31
日

生
ま
れ
）

▽
3
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
が
い

る
方

【
受
診
期
間
】
4
月
1
日
㈭
〜

令
和
4
年
3
月
31
日
㈭
（
休
診

日
を
除
く
）

【
受
診
場
所
】
区
内
指
定
医
療

機
関
約
1
5
0
カ
所

【
検
査
内
容
】
身
体
・
血
圧
測

定
、
尿
・
血
液
検
査
、
胸
部
エ

ッ
ク
ス
線
検
査

【
申
込
方
法
】

3
月
1
日
㈪
か
ら
ハ
ガ
キ
に

「
健
康
づ
く
り
健
診
」・
住
所
・

氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
生
年
月
日

・
電
話
番
号
を
書
い
て
、
令
和

4
年
2
月
28
日
㈪（
消
印
有
効
）

ま
で
。
電
子
申
請
可
。

受
診
票
は
、
3
月
下
旬
か
ら

順
次
送
付
し
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
１２５‐

００６２
青
戸
4‐

15‐

14
健

康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
健
康
づ

く
り
課

�
03（
3
6
0
2
）1
2
6
8

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

適
正
な
運
営
な
ど
に
つ
い
て
検

討
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
運
営
協
議
会
の
委
員
と
、
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
や
運
営
に
つ
い
て
検
討
す

る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営

委
員
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
任
期
】
4
月
1
日
〜
令
和
6

年
3
月
31
日

平
日
2
時
間
程
度
の
会
議
を

行
い
ま
す（
年
2
回
程
度
）。

【
対
象
】
区
内
在
住
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
各
1
人

▽
介
護
保
険
の
2
号
被
保
険
者

（
40
〜
64
歳
で
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
）

▽
要
支
援
の
認
定
を
受
け
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
方（
65
歳
以
上
の
方
）

▽
要
介
護
の
認
定
を
受
け
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

方（
65
歳
以
上
の
方
）、
ま
た
は

そ
の
家
族

【
報
酬
】
1
回
当
た
り
6
千
円

【
申
込
方
法
】

所
定
の
応
募
用
紙
を
、
3
月

12
日
㈮（
必
着
）ま
で
に
持
参
か

郵
送（
多
数
選
考
）。

応
募
用
紙
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
応
募
用
紙
配
布
・
応
募
】

〒
１２４‐

８５５５
葛
飾
区
役
所
高
齢
者

支
援
課
（
区
役
所
2
階
2
0
1

番
）

【
担
当
課
】

▽
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
協
議
会
に
つ
い
て

高
齢
者
支
援
課

�
03（
5
6
5
4
）8
5
9
7

▽
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営

委
員
会
に
つ
い
て

介
護
保
険
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
4
6

ハ
ト
に
餌
を
与
え
る
と
多
く

の
ハ
ト
が
集
ま
り
、
フ
ン
に
よ

る
被
害
が
出
ま
す
。

汚
れ
や
悪
臭
な
ど
で
近
所
迷

惑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
ア
レ

ル
ギ
ー
な
ど
を
引
き
起
こ
す
原

因
に
も
な
る
の
で
、
絶
対
に
餌

を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】
環
境
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
3
7

催し・講座などの
開催について

新型コロナウイルス感染防
止対策をとって実施します。
来場の際はマスクの着用を
お願いします。
発熱や咳などの症状がある
場合は、参加をお控えくだ
さい。
なお、状況により中止や延
期とする場合があります。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

相
続
・
遺
言
、
内
容
証
明
、
契
約
書

作
成
等（
土
・
日
祝
日
対
応
可
）

中
田
圭
亮（
金
町
5‐

6‐

8
）
090‐
2741‐1940

遺
言
・
相
続
、死
後
の
対
応
な
ど（
英

語
対
応
可
）、
お
気
軽
に
ご
相
談
を

植
原
ひ
と
み（
水
元
1‐

7‐

4‐

202
）
3609
‐4675

遺
言
・
相
続
、
生
前
贈
与
、
内
容
証

明
等

出
張
相
談
承
り
ま
す

吉
野
幸
男（
東
立
石
4‐

18‐

8
）
3693
‐6849

遺
言
・
相
続
・
家
族
信
託
の
書
類

出
張
相
談
も
可
能（
夜
土
日
祝
可
）

松
﨑
基
城（
南
水
元
1‐

8‐

17‐

401
）
5699
‐1955

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
在
日
外
国
人

の
相
続
、
在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子（
亀
有
1‐

26‐

7
）

5680
‐6930

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、入
札
参
加
、民
事
・
商
事

古
谷
武
志（
奥
戸
7‐

15‐

19
）
3692
‐0778

遺
言
・
相
続

成
年
後
見
業
務

和
賀
井
英
雄（
柴
又
2‐

18‐

7
）
3607
‐1695

相
続
し
た
共
有
不
動
産
の
お
悩
み

遺
言
・
相
続
・
借
地
・
更
新
な
ど

富
井
禎
文（
亀
有
1‐

10‐

11
）

6336
‐6964

はなしょうぶコール　☎03－６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX０３－６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
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葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


